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１ 趣旨 

 加須市（以下「本市」という。）では、平成２４年度に導入し、これまで予算処理から決算処理ま

での事務の一元化及び省力化を図ってきた現行財務会計システムについて、令和１０年１２月３１日

に更新の時期を迎えるとともに、近年のデジタル化の推進に対応するため、電子決裁機能を追加した

次期財務会計システムの再構築を行うこととする。 

なお、今回の業者選定においては、価格のみではなく、本市の示す条件に合致したシステムを選

定することから、信頼性及び実効性が高く、最も本市の事業目的に適した事業者を特定するために、

プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者を選定するものとする。 

 

２ 概要 

（１）業務名 

   加須市財務会計システム構築等業務（以下「本業務」という。） 

（２）業務内容 

    別紙「加須市財務会計システム構築等業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。た

だし、この仕様書は業務成果として求める最低限の仕様を標準として示すものであり、提案者

の独自提案の内容を制限するものではない。 

（３）運用開始予定日 

   令和９年９月１日（水） 

※ 詳細は本市と協議により決定する。 

 

３ 履行期間 

（１）構築期間 

 契約日から令和１０年３月３１日（金） 

※ 現行業者のみ現行機器リース契約の観点から契約締結の日から令和１１年１月３１日（水）と

する。 

各機能については以下のスケジュールで本番稼働予定とする。 

予算編成機能  令和 ９年９月１日（水） 

上記以外  令和１０年４月１日（土） 

 ※ 現行業者のみ全機能を令和１１年２月１日（木）に本番稼働予定とする。 

（２）運用期間 

 令和９年９月１日（水）から令和１４年８月３１日（火） 

※ 現行業者のみ現行機器リース契約の観点から令和１１年２月１日（木）から令和１６年１月３

１日（水）とする。 

 

４ 担当窓口 

総合政策部財政課（加須市役所本庁舎３階） 

  〒３４７－８５０１ 



  埼玉県加須市三俣二丁目 1番地 1 

電話番号： ０４８０－６２－１１１１（内線３２２） 

ＦＡＸ ： ０４８０－６２－５９８１ 

メール ： zaisei@city.kazo.lg.jp 

 

５ 想定事業費 

  ６９，６４７，２４８円以内（消費税及び地方消費税含む。） 

  ※ 構築費用及び稼働後５年間（令和９年９月１日から令和１４年８月３１日まで）の運用期間

に係る諸経費全てを含む。なお、本業務に係る構築費用の上限は、２２，４６５，０００円

（消費税及び地方消費税含む。）とする。 

※ 上記の金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものであ

る。また、見積書の提出の際は、記載経費が上記想定事業費を超えない額とすること。 

 

６ スケジュール（予定） 

本プロポーザルのスケジュールは、以下のとおりとする。 

日程 内容 

令和８年６月２２日（月） 実施要領等の公表 

令和８年６月２９日（月） 午後５時まで 質問書の提出期限 

令和８年７月 ６日（月） 質問書に対する回答 

令和８年７月１０日（金） 午後５時まで 参加表明の期限 

令和８年７月２８日（火） 午後５時まで 企画提案書等の提出期限 

令和８年７月２９日（水）から同月３１日（金）まで 事前審査（参加希望者４者以上の場合） 

令和８年８月 ４日（火） 
事前審査結果通知（事前審査実施時のみ） 

プレゼンテーション審査の案内通知 

令和８年８月２０日（木） ※予定 プレゼンテーション審査 

令和８年９月上旬 ※予定 審査結果通知 

令和８年９月下旬 ※予定 契約締結 

 

７ 実施要領等の配布 

本プロポーザルに係る書類（実施要領等）及び提出書類様式等は、加須市公式ホームページ

（https://www.city.kazo.lg.jp）から入手すること。 

 

８ 参加資格 

本業務の提供事業者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこ

と。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て



がなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく再生手

続開始の申立てがなされていない者であること。 

    ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生

手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた

者とみなす。 

（３） 私的独占の禁止及び公平取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に基づく排

除措置命令又は課徴金納付命令（事前通知を含む。）を受けていないこと。 

（４） 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは営業所等の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（５） 本市の指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（６） 本業務に関する十分な実績と能力を有していること。 

（７） 過去１０年間（平成２８年度から令和７年度まで）において、本市と同規模以上の地方自

治体での財務会計システムの導入・運用実績が複数あること。 

（８） サポートができるサービス拠点を埼玉県内又は隣接都県に有していること。 

（９） 次のすべての資格を有していること。 

  ① ＪＩＳ Ｑ ２７００１（ＩＳＯ２７００１、ＩＳＭＳ:情報セキュリティマネジメントシ

ステム） 

② ＪＩＳ Ｑ １５００１（プライバシーマーク:個人情報セキュリティ） 

  ③ ＪＩＳ Ｑ ９００１（ＩＳＯ９００１:品質マネジメントシステム） 

 

 ９ 参加申込み 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、以下により申し込むこと。 

（１）提出期限 

    令和８年７月１０日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出書類及び提出部数 

提出書類 
部数 

紙媒体 電子ファイル 

① 参加申込書（様式第１号） 
正本  各１部 

正本  各１部 
② 参加資格確認書（様式第２号） 

③ 会社概要（様式第３号） 正本  各１部 

副本 各２０部 ④ 導入・運用実績調書（様式第４号） 

⑤ 会社案内（パンフレット等） ２０部 不要 

⑥ 委任状（任意様式） 

※グループ提案の場合、全ての構成事業者分

を提出 

正本  １部 正本  １部 

 （３）提出場所 



     〒３４７－８５０１ 埼玉県加須市三俣二丁目１番地１ 

     加須市役所 本庁舎３階 総合政策部財政課 

     午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    メールアドレス：zaisei@city.kazo.lg.jp 

 （４）提出方法 

     紙媒体の提出は、９－（３）に示す提出場所へ直接持参又は郵送によることとし、併せて

電子ファイルを９－（３）に示すメールアドレスに送信すること。 

     なお、郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期限までの必着とすること。 

     電子ファイルについては、電子メールにより提出すること。提出後、電話連絡による到着

確認を行うこと。 

     メールの件名は、「【会社名】財務会計システム参加申込」とすること。 

    ※ 電話連絡は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）とする。 

    ※ 電子メールのみ又はファクシミリによるものは、受け付けない。 

 （５）その他 

① 提出された書類等は返却しないものとする。 

    ② 協力会社がある場合、書類提出や質疑等は代表事業者が行うこと。 

    ③ 参加申し込み後、辞退を希望する場合は、速やかに参加辞退届（様式第５号）を提出す

ること。 

 

１０ 質問書の提出及び回答 

  本プロポーザルの提出書類に関することで質問がある場合は、以下により質問書を提  

 出すること。ただし、選定方法や選定基準に関する質問は一切受け付けない。 

  なお、提出期限までに到着しなかった質問及び口頭による質問には、いかなる場合で 

あっても回答しない。 

（１）提出期限 

    令和８年６月２９日（月） 午後５時まで 

（２）提出書類 

    質問書（様式第６号） 

（３）提出方法 

    電子メールにより提出すること。提出後、電話連絡による到着確認を行うこと。 

    メールの件名は「【会社名】財務会計システム質問書」とすること。 

    ※ 電話連絡は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）とする。 

（４）質問の回答 

    提出された質問については、本市で回答書を作成し、全ての申込者に電子メールにより回

答する。 

 （５）回答期日 

     令和８年７月６日（月） 



 

１１ 企画提案書等の提出 

 （１）提出期限 

     令和８年７月２８日（火） 午後５時まで 

 （２）提出書類及び提出部数 

提出書類 
部数 

紙媒体 電子ファイル 

① 企画提案書（任意様式） 正本  １部 

副本 ２０部 

正本  １部 ② 基本要件及び機能要件調査票 

（様式第７号） 

正本  １部 

副本 ２０部 

③ 見積書（様式第８号及び任意様式） 正本  １部 

 （３）提出場所 

     〒３４７－８５０１ 埼玉県加須市三俣二丁目１番地１ 

     加須市役所 本庁舎３階 総合政策部財政課 

     午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    メールアドレス：zaisei@city.kazo.lg.jp 

 （４）提出方法 

     紙媒体の提出は、１１－（３）に示す提出場所へ直接持参又は郵送によることとし、併せ

て電子ファイルを１１－（３）に示すメールアドレスに送信すること。 

     なお、郵送による場合は配達証明付書留郵便とし、提出期限までの必着とすること。 

     電子ファイルについては、電子メールにより提出すること。提出後、電話連絡による到着

確認を行うこと。 

     メールの件名は、「【会社名】財務会計システム企画提案書等」とすること。 

     ※ 電話連絡は、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）とする。 

     ※ 電子メールのみ又はファクシミリによるものは受け付けない。 

 （５）その他 

    ① 提案は１申込者につき１案のみとする。 

    ② 仕様書より良い提案がある場合は、企画提案書にその差異を明記すること。 

    ③ 企画提案書等の提出後の訂正、追加、差し替え等の変更は、認めない。 

    ④ 提出された書類等は返却しないものとする。 

    ⑤ 協力会社がある場合、書類提出や質疑等は代表事業者が行うこと。 

１２ 企画提案書等の作成要領 

  企画提案書等については、次の各号に示す記載項目を遵守して項目順に沿って提案内容等を記載

すること。また、１３－（５）－①の審査基準の各項目に対して分かりやすく記載すること。 

 （１）企画提案書 

    ① 会社概要（様式第３号） 



     会社概要（資本金・売上高・従業員数等）、事業内容等を記載すること。 

    ② 導入・運用実績調書（様式第４号） 

     提案する財務会計システムの他の地方自治体での過去１０年間（平成２８年度から令和７

年度まで）の導入・運用実績（地方公共団体名を明記するものとする。）及び導入年月等を

記載すること。 

    ③ 基本方針 

    ④ システム概要 

    ⑤ 稼働環境等 

    ⑥ スケジュール 

    ⑦ 実施・サポート体制 

    ⑧ 研修 

    ⑨ 運用保守、運用支援 

    ⑩ 情報セキュリティ等 

    ⑪ その他 

    ※ 留意事項 

    ア 表紙の表題は「加須市財務会計システム構築等業務に係る企画提案書」とし、提案者の

企業名称を適当な位置に記載すること。 

    イ 企画提案書は、簡易製本したものを作成し、代表者印を押印した正本１部、副本（写し

（マスキングなし））２０部を提出すること。 

ウ Ａ４判横書き（左綴じ）両面印刷で作成すること。頁数は５０頁までとし、頁番号は各

頁の下部中央に、目次を除いた部分を通し番号とすること。Ａ３判の用紙については２頁

カウントする。なお、表紙、裏表紙及び目次は枚数に含めない。 

エ 様々な部署の職員が説明を要せずとも読んで理解できる内容とすること。 

オ 企画提案書に記載する内容は、全て本業務における実施義務事項として提案者が提示す

るものであり、実施義務事項でなく、参考として記載が必要な場合には、「参考」と明示

し、混同する可能性を排除すること。 

 （２）基本要件及び機能要件調査票（様式第７号） 

    当該調査表に記載している各要件について対応状況を記載すること。また、「△」とした場合

は代替案等を備考欄に詳細に記載すること。 

 （３）費用見積 

    見積書に仕様書を満たすために必要となる費用を全て記載すること。 

    ① 一時経費 

      初期導入経費、ソフトウェア設定費、その他本システムを正常に稼働させるために必要

なすべての諸経費を記載すること。 

    ② 運用経費 

      保守費、システム利用経費、その他運用に必要な全ての諸経費について、月額費用及び

年間費用を記載すること。 



 

１３ 審査 

  本業務の受託者の選定にあたっては、本市審査員が、提案された企画を公平かつ客観的に評価

し、最も優れた提案を行ったものを優先交渉事業者として選定する。 

（１）事前審査の実施 

    参加申込が４者以上となった場合は、１３－（５）に示す機能評価及び価格評価により事

前審査を実施し、プレゼンテーション審査に参加することができる３者を選考する。 

事前審査を通過しない者は、プレゼンテーション審査に参加することができない。 

プレゼンテーション審査への参加可否については、令和８年８月４日（火）に電子メール

で通知する。 

（２）書類審査の実施 

参加申込が３者以内の場合は、１３－（５）に示す機能評価及び価格評価により、本市審

査員による書類審査を実施する。ただし、１３－（１）の事前審査を実施した場合は、事前

審査の採点結果を書類審査の採点結果とみなすこととし、書類審査は実施しない。 

 （３）プレゼンテーション審査の実施 

     参加申込が３者以内又は事前審査により選考された３者は、提案内容の評価、機器の操作

性・機能性の評価等を目的として、プレゼンテーション及びデモンストレーションを実施す

る。 

   ① 実施日 

     令和８年８月２０日（木） ※予定 

   ② 実施場所 

     加須市役所 本庁舎５階 ５０１会議室（加須市三俣二丁目１番地１）  

   ③ 実施方法 

   ア 提案者ごとの呼び込み方法とし、持ち時間は１業者につき、９０分とすること。 

・事前準備 １０分 

・プレゼンテーション及びデモンストレーション ５５分 

・質疑  １５分 

・片付け １０分 

イ 企画提案書等に記載された内容の範囲で説明すること。なお、追加資料の配布等は認めな

いものとする。 

ウ 提案者は、自らのプレゼンテーション審査の時間以外に、会場へ入ること及び傍聴するこ

とは認められない。 

エ パソコンの使用を可能とするが、使用するパソコンは提案者が用意し自ら操作すること。 

 ※ プロジェクター及びスクリーン（１００インチ）は本市が用意する。 

  （プロジェクターの機種 メーカー：ＥＰＳＯＮ、型式：ＥＢ－２２６５Ｕ） 

 ※ パソコンとプロジェクターは、ＨＤＭＩによる接続とする。 

オ プレゼンテーションの際は、デモンストレーションを行うこと。 



カ 出席者は、本業務の担当者等を含めて５人以内とすること。 

キ 質疑応答の記録として、質疑応答議事録（様式第９号）を用い、提案者において議事録を

作成すること。当該議事録は、プレゼンテーション審査実施日から起算して３営業日後の午

後５時までに、電子メールにより、担当窓口に送付すること。 

ク 欠席をした場合は、受託意思がないものとして審査の対象としない。 

ケ プレゼンテーション審査の実施会場及び時間等の詳細は別途通知する。 

（４）評価等 

     提案の評価については、本市審査員により、提出された企画提案書等を審査し、その提案

内容の詳細を確認したうえで、最も適した提案を行った事業者から順に優先交渉の相手方と

しての順位付けを行う。 

 （５）審査基準 

① 提案評価 

評価項目 審査事項 

１ 導入実績 ・提案システムに地方自治体における十分な導入実績がある

か。 

２ 基本方針 ・実施方針が本業務の目的や実施内容と一致しているか。 

・提案のポイントが明確に提案されているか。 

３ システム概要 ・提案システムの特徴･業務範囲が明確に提案されているか。 

・提案システム内で、データ連携ができ、重複入力等の手間

がかからない仕組みが提案されているか。 

・各業務システムについて、職員が安心して利用できる工

夫、職員の負担軽減につながる機能等が明確に示されてい

るか。 

・提案システムは、ＯＳやブラウザ等の環境変化に対応でき

る柔軟性があるか。追加システムの導入、追加カスタマイ

ズ等が容易に行えるか。 

４ 稼働環境等 ・システム構成図、イメージ等が明確に示されているか。 

・システムを利用する端末に対し、必要条件が明確に示されて

いるか。 

・クラウドサービスを提案する場合、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ方式

での運用を基本としているか。それ以外の方法を提案する場

合、費用や管理の面で本市に負担とならない運用となってい

るか。また、仕様書のデータセンターの要件が満たしている

か。 

・オンプレミスを提案する場合、仕様書のサーバの要件を満た

しているか。 

５ スケジュール ・導入スケジュールが工程ごとに分かりやすく記載されている



か。 

・本市と事業者の作業内容が明確になっているか。 

・無理のない妥当なスケジュールとなっているか。 

・データ移行に際し、移行対象のデータ、移行手順等、職員の

作業負担含め具体的な提案がされているか。 

６ 実施・サポート体制 ・導入に向けて利用者の負担軽減となる工夫があるか。 

・利用者を効果的にサポートする体制となっているか。 

・システム等のトラブルが発生した場合に速やかに対応する体

制となっているか。 

・年度更新の作業に対する協力体制があるか。 

７ 研修 ・計画的かつ効果的な研修が実施可能であるか。 

・職員研修後も自席で職員の入力練習などのシステム習得に係

る具体的な対応が提案されているか。 

８ 運用保守・運用支援 ・運用・保守における基本的な考え方が明確になっているか。 

・運用サポートの体制及び基本的な方針が示されているか。 

・障害を回避するための具体的な記述があるか。また、障害が

発生した場合の対応方法について具体的な記述があるか。 

９ 情報セキュリティ等 ・提案システムを利用する上で、情報セキュリティ対策や災害

対策（機密性、完全性、可用性）が十分であるか。 

・バックアップ等データを保護する仕組みがあるか。 

・提案者やシステム運用者の事業者全体で個人情報保護に係る

対策や取組を行っているか。 

１０ その他 ・機能要件等以外に、本市の業務改善、職員の負担軽減などに

ついての具体的な提案がされているか。 

・プレゼンテーションは分かりやすく、説得力があるか。 

・質疑応答は適切に対応されているか。 

配点割合：４０％ 

 

② 機能評価 

評価項目 審査事項 

１ 基本要件及び機能要件 ・基本要件及び機能要件調査票（様式第７号）に記載する機能

が搭載されているか。 

・当該機能が搭載されていない場合、適切な代替案が提案され

ているか。 

・本市の業務の実情を考慮した機能であるか。 

配点割合：４０％ 

 



 

③ 価格評価 

評価項目 審査事項 

１ 見積価格 ・費用が想定事業費の上限額を超えていないか。 

※ 超えている場合は失格とする。 

配点割合：２０％ 

 

 （６）審査結果の通知 

    ① 審査結果については、優先交渉事業者が決定次第、全申込者に書面で通知する。 

    ② 審査等に対して、異議申し立てはできないものとし、問い合わせにも応じないこととす

る。 

 （７）契約等 

    ① 最終的に選定された優先交渉事業者においては、全ての提案内容の確認を行い、本市の

承認を得ることとし、本市と業務の内容及び契約条件の詳細、契約時期、契約方法等につ

いて協議を行う。協議が整い次第、速やかに契約の手続きを進めるものとする。このと

き、企画提案書等に虚偽の記載が判明した場合には、契約の締結は行わず、次点提案事業

者と協議を行うこととする。 

    ② 契約金額は、優先交渉事業者から提出された見積書の額を超えないこととする。また、

この契約締結に向けた協議の中で契約を辞退した場合は、稼働開始に間に合わない等のリ

スクが発生することに留意すること。なお、その場合は次点の事業者を優先交渉事業者と

して、契約に向けた手続きを行う。 

 （８）その他 

     優先交渉事業者は、契約締結後速やかに受託事業を実施すること。 

 

１４ その他 

（１）提案及び審査を受けるために要した費用は、審査結果にかかわらず全て事業者が負担する。 

（２）企画提案書は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、そ

の日本語の訳文を付記又は添付すること。また、通貨は日本円、単位は計量法（平成４年法律

第５１号）に基づく単位とすること。 

（３）申込者が１者の場合においても、審査を実施するものとする。 

（４）企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成したものに帰属するものとする。ただ

し、優先交渉事業者が作成した企画提案書等については、本市が必要な範囲でその一部又は全

部を無償で使用（複製、転記又は転写という。）することができるものとする。なお、情報公開

請求があった場合は、加須市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（５）本市は、提出された企画提案書等を業者選定以外の目的で、提案者に無断で使用しない。 

（６）企画提案書等の作成に当たり、本市から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。本要

領に基づく業者の決定後においても同様とする。 


